
052-855-3740 48 R4.01

推進係関係

-142-



/

D

460-8640 2-14-25

8 3 0 1 7 1 5

推進係関係

-143-



 従業者のキャリアアップに資するもの（事業所の指定を受けているサービスに関係する

ものに限る。）で、事業所が負担した試験受験料や研修受講料の４分の３を、事業所

のサービス種別に応じて最大20万円まで助成します。 

以下の試験受験料や研修受講料が対象です。対象となる従業者は、入所者（利用者）
に対して、直接的な介護に従事している方です。

社会福祉士国家試験、介護福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験、介護支援専門

員実務研修受講試験、介護支援専門員実務研修、介護支援専門員更新研修、介護支援

専門員専門研修、介護支援専門員再研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専

門員更新研修、介護職員初任者研修、実務者研修、ユニットリーダー研修、認知症介

護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、精神科訪問看護基本療養費算定要件研

修、生活援助従事者研修、居宅介護職員初任者研修、障害者居宅介護従業者基礎研修、

同行援護従業者養成研修、全身性障害者移動介護従業者養成研修、重度訪問介護従業

者養成研修、行動援護従業者養成研修、強度行動障害支援者養成研修、名古屋市移動

支援事業従業者養成研修、喀痰吸引等研修 ※（第1号・第２号・第３号）、相談支援従
事者初任者研修。 

○受講時に必須となるテキスト代は対象となりますが、受験対策講座費や参考図書費、交通費、宿泊費、

飲食費については対象外です。 

※ 障害福祉サービス事業所については本市の対象となります。なお、介護サービス事業所については、

愛知県の研修受講支援事業費補助金（愛知県地域福祉課 問い合わせ先裏面）の対象となります。 

１ 対象となる試験及び研修（対象経費） 

事業所が負担した対象経費に４分の３を掛けた金額（事業所のサービス種別に応じて最

大20万円まで）を助成します。 

サービス種別 助成限度額 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビ

リテーション、通所介護、通所リハビリテーショ

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、居宅

介護支援、介護予防支援 

障害福祉サービスの居宅介護（重度訪問介護、同

行援護、行動援護を含む。）、計画相談支援、地域

移行支援、地域定着支援 

100,000 円 

地域密着型サービス（各種）、特定施設入居者生

活介護 
150,000 円 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養

型医療施設、介護医療院 
200,000 円 

※それぞれのサービス種別において、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サ

ービスを含みます。 

２ 助成金額（助成限度額） 

令和４年度 
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 ※愛知県地域福祉課 電話：０５２－９５４－６８１４

サ ー ビ ス 種 別 
申請書提出先 

問い合わせ先 

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーショ

ン・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・

短期入所療養介護・居宅介護支援・介護予防支援・地域密着

型サービス（各種）・特定施設入居者生活介護・介護老人福祉

施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院 

※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスを含

む。 

健康福祉局介護保険課 

電話：９７２－２５３７ 

居宅介護（重度訪問介護・同行援護・行動援護を含む。）・計

画相談支援・地域移行支援・地域定着支援 

※障害福祉サービス単独で指定を受けている事業所のみ 

健康福祉局障害者支援課 

電話：９７２－２５５８ 

○事業を実施する10日前までに申請書類一式を提出してください。（申請を受理し交付

を決定するまで、事務手続きに10日程度必要であり、交付決定後に行った事業が助成の対象

です。）

○令和５年３月31日までに事業が完了し、経費の支払いが完了するものについて申請

いただけます。 

○申請書は、事業所ごとに作成してください。 

○助成限度額に達するまでは、何度でも申請できます。 

○対象経費は、受験料及び受講料(税込)、受講時に必須となるテキスト代(税込)です。 

・受験対策講座費、参考図書費、交通費、宿泊費、飲食費などについては、 

助成対象外です。 

・割引やキャッシュバックがある場合は、それらを差し引いた金額が対象 

経費となります。 

★申請書類のダウンロード、記入例については、 

ＮＡＧＯＹＡかいごネット 

（https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/top/） を 

ご覧ください。 

３ 注意事項 

４ 申請書提出先・問い合わせ先 
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令和４年３月 

各関係施設・事業所 管理者 様

名古屋市健康福祉局障害者支援課長 

令和４年度 防災訓練（情報伝達訓練）の実施について

本市においては、毎年、「なごや市民総ぐるみ防災訓練」を実施しております。健康福祉局に

おいても、その一環として、民間の各施設・事業所を対象に、防災意識の高揚と防災体制の強

化を図ることを目的として、情報伝達訓練を行いますので、積極的にご参加いただきますよう

お願い申し上げます。

１ 対象施設・事業所 

  障害者支援施設、障害福祉サービス事業所（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援又は共同生活援助に限る。）、地域活動支援事業所、福祉ホーム

２ 防災訓練の概要（情報伝達訓練） ※下記は令和２年度実施内容です（令和３年度は新型

コロナウイルス感染症の拡大により中止）。

（１） 実施時期

９月上旬頃

（２） 実施内容（情報伝達訓練）

① 大規模地震が発生したとの想定のもと、地震に関する情報を障害者支援課から、ＦＡＸ

及び電子メールにより各施設等へ伝達する。

② 各施設等は、ＦＡＸ等の受信後、ただちに職員や利用者に情報を伝達するとともに、施

設等の被害状況の確認等を行う。

③ 各施設等は、訓練実施後、問題点や反省点等について振り返りを行い、所定の様式によ

り、障害者支援課へ報告する。

３ 参加を希望する場合の連絡方法 

  参加を希望する各施設等は、電子メールにより、下記の連絡先に、件名に「令和３年度防

災訓練に参加を希望します」と入力の上、「事業者番号」「施設・事業所名（サービス種別を

含む）」「ＦＡＸ番号」「メールアドレス」を送信してください。

期日：令和４年５月２３日（月） 

４ その他 

詳細は、参加各施設等あてに電子メールでご連絡します。（令和４年８月頃予定）

 （障害者支援課推進係 ℡：052-972-2558） 

連絡用メールアドレス：a2557-01@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

※本メールアドレスは、訓練以外では使用しませんので、ご留意ください。
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